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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
第
五
条
３
及
び
５
の
規
定
に
基

づ
く
市
場
ア
ク
セ
ス
の
条
件
の
改
善
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
議
定
書
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
は
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
の
自
由
化

及
び
円
滑
化
を
進
め
、
投
資
の
機
会
及
び
政
府
調
達
へ
の
参
加
の
機
会
の
増
大
を
図
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
整
備
及
び
中
小
企

業
等
の
分
野
に
お
け
る
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
両
国
間
の
経
済
上
の
連
携
の
強
化
の
た
め
の
法
的
枠
組
み
を

設
け
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）
四
月
に
発
効
し
た
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
四
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
付
表
か
ら
成
り
、
協
定
の
規
定

に
基
づ
き
、
鶏
肉
、
牛
肉
及
び
オ
レ
ン
ジ
生
果
の
関
税
割
当
て
の
枠
内
税
率
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
付
表
一
及
び
付
表
二
に
定
め
る
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
る
。



- -2

二
、
鶏
肉
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
品
目
に
つ
き
協
定
発
効
後
二
年
目
の
枠
内
税
率
は
、
実
行
最
恵
国
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
減
じ
て
得
た
税
率
と
し
、
三
年
目
か
ら
五
年
目
ま
で
の
枠
内
税
率
は
、
鶏
肉
調
整
品
に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国
税
率
の
四

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率
、
骨
な
し
鶏
肉
（
冷
凍
）
に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国
税
率
の
二
十
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

、

（

）

、

を
減
じ
て
得
た
税
率

骨
付
き
も
も
肉

冷
凍

に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国
税
率
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率

そ
れ
以
外
の
品
目
に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率
と
す
る
。

三
、
牛
肉
の
協
定
発
効
後
三
年
目
か
ら
五
年
目
ま
で
の
枠
内
税
率
は
、
冷
蔵
・
冷
凍
肉
（
八
品
目
）
に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国

税
率
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率
、
内
臓
・
タ
ン
及
び
ほ
ほ
肉
（
四
品
目
）
に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国
税
率
の

四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率
、
そ
れ
以
外
の
品
目
に
つ
い
て
は
実
行
最
恵
国
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得

た
税
率
と
す
る
。

四
、
オ
レ
ン
ジ
生
果
の
協
定
発
効
後
三
年
目
か
ら
五
年
目
ま
で
の
枠
内
税
率
は
、
実
行
最
恵
国
税
率
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減

じ
て
得
た
税
率
と
す
る
。

五
、
メ
キ
シ
コ
が
行
う
牛
肉
の
関
税
割
当
て
の
合
計
割
当
数
量
は
、
三
年
目
に
つ
い
て
は
三
千
ト
ン
、
四
年
目
に
つ
い
て
は
四

千
ト
ン
、
五
年
目
に
つ
い
て
は
六
千
ト
ン
と
す
る
。


